
成華園福祉学院 介護職員初任者研修事業研修学則 

１．事業所の名称、所在地及び連絡先 
  事業所： 成華園福祉学院 
  所在地： 茨城県日立市久慈町 4 丁目 19 番 21 号 
  連絡先： 0294-54-2385(特別養護老人ホーム成華園 ： 岸田、小林)  
 
２．研修目的、研修の名称及び研修方法 
 研修目的：介護職は、高齢者などの利用者個人の尊厳を守ってその人らしい暮らしを支

え、自立支援の為の介護・福祉サービスを提供する専門職であり、プロとし

ての高い倫理観と誇りをもって、利用者に適切なサービスを提供できるよう

に知識及び技術を習得して、利用者及び社会から信頼される人材を養成する

ことを目的とする。 
名称及び方法： 成華園福祉学院 介護職員初任者研修事業(通信制) 

 
３．研修の日程及びコース、カリキュラム 
 研修を修了するために履修しなければならないカリキュラムは、別紙「研修カリキュラ

ム」のとおりとする。 
 日程：令和元年 5 月 18 日～令和元年 7 月 27 日 
 コース：毎週土曜・水曜(全 21 回) 
 
４．研修会場(実習・演習を含む) 
  特別養護老人ホーム成華園 (茨城県日立市久慈町 4 丁目 19 番 21 号) 
   
５．受講資格、受講手続等 

 受講資格：今後、福祉・介護業務に携わる可能性のある者で、開講オリエンテーショ

ン時に本人確認のための身分証の写しを提出することを了承する者。 
  募集期間：平成 31 年 4 月 21 日(月) ～ 令和元年 5 月 17 日(金) まで 
  受講定員及び受講決定方法：定員 20 名 定員に達した時点で申し込み受け付けは終了

とする。 
               ※募集が 10 名以下の場合は開講を中止とする。 
  申込み方法：当法人指定の申込用紙の提出をもって、手続きを完了とする。 
        申込用紙に紹介者の記名をして頂き、紹介割引適用とする。 
  本人確認方法：申込用紙提出時に身分証明書(戸籍謄本、戸籍抄本又は住民票の提出、

住民基本台帳カード、在留カード等の提示、健康保険証、運転免許証、

パスポート、学生証等)と一緒に提出をする。 
６．研修費用 
  受講料： 一般 ５３，０００円(テキスト代込・税別) 
       学生 ３３，０００円(テキスト代込・税別) 
       ※紹介割引 ３，０００円 



 
７．使用テキスト名：介護職員初任者研修テキスト (発行：株式会社 QOL サービス) 
 
８．実習施設等実習先 
 ①介護実習の施設 
 ・施設名称 ： 特別養護老人ホーム成華園 
         成華園デイサービスセンター 
        （茨城県日立市久慈町 4 丁目 19 番 21 号） 
  法人名称 ： 社会福祉法人 正和会 
 
９．講師氏名 
 各科目の講師氏名 ： 研修を担当する講師は、別紙「担当科目一覧」のとおりとする。 
 
１０．修了評価の取扱い 
 ①「介護職員初任者研修」の全課程を修了し、知識・技術等を取得したと認められる方

に、厚生労働省の定める介護職員初任者研修として茨城県知事が指定した研修を修了し

たことを証する「修了証」を交付する。 
交付は、社会福祉法人正和会理事長とし、その名簿を県知事に提出する。 
②修了評価は以下とする。 
・筆記試験（1 時間程度） 
 終了評価は、次の評価基準のとおり理解度の高い順にＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの 4 区分で評価

し、Ｃ以上が評価基準を満たしているものとする。 
 ※評価基準（１００点満点評価とする） 
  Ａ＝９０点以上、Ｂ＝８９～８０点、Ｃ＝７９～７０点、Ｄ＝７０点未満 
・講師により、各科目修了時評価ポイントに沿った知識・技術等の習熟度評価がされて

いること。 
・「こころとからだのしくみと生活支援技術」及び「実習」の中で、講師及び実習指導者

により介護技術の習得が評価されていること。 
・演習、実習評価は、地祇の評価基準のとおり理解度の高い順にＡ・Ｂ・Ｃの３区分で

評価し、Ｂ以上が評価基準を満たしているものとする。 
 ※評価基準 
  Ａ＝できている、Ｂ＝概ねできている、Ｃ＝できていない 
・各科目修了時評価ポイントに示す知識・技術が十分でない場合には、必要時応じて補

講等を行い、基準に達するまで再評価を行う。補講は、別紙規定に則り追加料金を徴

する場合がある。 
 
１１．科目免除の取扱とその手続き方法 
 科目免除は行わない。 
 
１２．欠席の取扱い 



 講義開始 20 分以内の遅刻は終了後 20 分の補講をする。開始 20 分を超えた場合は、欠

席とみなす。欠席者に関しては、次回の講座で補講を実施する。講義・演習・実習は、

一切の早退は原則として認めない。 
 
１３．研修を欠席した者に対する補講の実施方法及び補講に係る費用等の取扱い 
すべての講義・演習において補講は可能とし、原則として当法人で行う講座を受講する。

費用については、欠席時は２回目まで無料とし、３回目以降は１時間１，０００円とす

る。再試験の場合、２，０００円とする。 
 
 １４．受講の取消について 
  事業所の判断により、次に該当する場合の受講生の受講を取り消すことができる。 
  ・無断欠勤が著しく受講態度の不良な者 
  ・学習能力が著しく欠け、終了の見込みがないと認められる者 
  ・研修の秩序を乱し、他の受講生に影響を及ぼす者 
  ・自力で演習を行うことができない者 
  ・その他、事業所が不当とみなした者 
  ※受講を取り消されるに至った者は、その間履修した当該研修については、全て無効

とする。 
  
 １５．個人情報取り扱いについて 
  ・当事業所は事業実施や本人確認書類などにより知り得た受講生の個人情報をみだり

に第三者に知らせ、又は不当な目的に使用しない。 
  ・受講生は、研修中に知り得る利用者等の個人情報の取扱いには十分注意し、外部へ

の提供などは一切行いません。 
  ・実習中・実習後も利用者と個人的に接触したりしてはいけません。 
 


